
山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
六
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
七
一

山
梨
県
公
報

第
六
百
十
六
号

令
和
七
年

十
二
月
十
一
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

六
七
一

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
（
二
件
）	

六
七
一

訓

令

○
山
梨
県
環
境
保
全
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

六
七
二

公

告

○
公
共
測
量
の
実
施
（
三
件
）	

六
七
二

○
公
共
測
量
の
終
了	

六
七
三

○
市
川
三
郷
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧	

六
七
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
十
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
峡
北
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
告
示
第
三
百
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
指
定
の
年
月
日
　
令
和
七
年
十
二
月
五
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置
　
笛
吹
市
石
和
町
河
内
字
宮
窪
四
百
三
十
番
九

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
韮
崎
市
穴
山
町
字
窪
林
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一
点
か
ら
十
三

点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
十
三
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の

区
域

番
号

座
標

久
保
の
2

一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

十
二
点

十
三
点

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
四
秒
一
〇
九
〇

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
五
秒
二
一
三
八

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
三
秒
八
七
一
七

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
三
秒
七
七
一
六

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
六
秒
九
四
九
七

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
三
秒
〇
九
三
八

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
八
秒
七
六
一
五

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
一
秒
七
九
六
九

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
九
秒
七
六
六
九

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
一
秒
五
三
〇
八

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
九
秒
四
九
七
四

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
二
秒
八
六
五
一

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
九
秒
二
六
六
九

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
二
秒
九
三
八
八

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
八
秒
五
四
一
四

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
〇
九
八
九

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
七
秒
五
〇
一
九

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
二
二
三
八

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
五
秒
八
五
二
九

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
五
八
〇
七

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
五
秒
四
七
一
八

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
六
八
四
六

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
五
秒
二
〇
四
六

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
七
三
〇
三

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
四
秒
五
五
一
〇

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
九
四
七
八

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
韮
崎
市
穴
山
町
字
窪
林
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一
点
か
ら
十
三

点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
十
三
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の

区
域

番
号

座
標

久
保
の
2

一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

十
二
点

十
三
点

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
四
秒
一
〇
九
〇

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
五
秒
二
一
三
八

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
三
秒
八
七
一
七

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
三
秒
七
七
一
六

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
六
秒
九
四
九
七

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
三
秒
〇
九
三
八

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
八
秒
七
六
一
五

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
一
秒
七
九
六
九

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
九
秒
七
六
六
九

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
一
秒
五
三
〇
八

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
九
秒
四
九
七
四

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
二
秒
八
六
五
一

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
九
秒
二
六
六
九

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
二
秒
九
三
八
八

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
八
秒
五
四
一
四

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
〇
九
八
九

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
七
秒
五
〇
一
九

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
二
二
三
八

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
五
秒
八
五
二
九

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
五
八
〇
七

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
五
秒
四
七
一
八

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
六
八
四
六

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
五
秒
二
〇
四
六

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
七
三
〇
三

北
緯
三
五
度
四
五
分
四
四
秒
五
五
一
〇

東
経
一
三
八
度
二
五
分
二
四
秒
九
四
七
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
六
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

六
七
二

進
局
長
　
総
合
県
民
支
援
局
長
　
新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
長
」
に
、
「
子
育
て
支
援
局
長
　
林
政

部
長
　
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
長
」
を
「
森
林
環
境
部
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
感
染
症
対
策
統
轄
官
補
　
知
事
政
策
局
理
事
　
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
次
長

　
県
民
生
活
部
次
長
　
多
様
性
社
会
・
人
材
活
躍
推
進
局
次
長
」
を
「
高
度
政
策
推
進
局
次
長
　
総
合

県
民
支
援
局
次
長
　
新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
次
長
」
に
、
「
子
育
て
支
援
局
次
長
　
林
政
部
次
長

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
次
長
　
産
業
政
策
部
次
長
」
を
「
森
林
環
境
部
理
事
　
産
業
政
策
部
理
事
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
北
農
務
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
3
級
基
準
点
網
図
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
韮
崎
市
の
一
部

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
七
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
北
農
務
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
地
内

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
七
年
十
二
月
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
指
定
道
路
の
幅
員
　
六
・
〇
三
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長
　
　
四
十
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
指
定
の
年
月
日
　
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置
　
都
留
市
十
日
市
場
九
七
二
番
一

三
　
指
定
道
路
の
幅
員
　
最
大
六
・
一
二
メ
ー
ト
ル
　
最
小
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長
　
四
二
・
九
四
メ
ー
ト
ル

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
環
境
保
全
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
環
境
保
全
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
環
境
保
全
推
進
本
部
規
程
（
平
成
二
十
七
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
長
」
を
「
森
林
環
境
部
長
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
次
長
」
を
「
森
林
環
境
部
理
事
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
」
を
「
森
林
環
境
部
森
林
環
境
政

策
課
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
副
知
事
　
感
染
症
対
策
統
轄
官
」
を
「
副
知
事
」
に
、
「
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ

シ
ス
テ
ム
推
進
統
括
官
　
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
広
聴
広
報
統
括
官
」
を
「
富
士
山
未
来
・
次
世
代
交
通
統

括
官
　
感
染
症
対
策
統
括
官
　
こ
ど
も
・
次
世
代
統
括
官
　
多
様
性
・
働
き
方
統
括
官
　
山
梨
ブ
ラ
ン

ド
・
国
際
戦
略
統
括
官
　
ス
ポ
ー
ツ
統
括
官
　
知
事
政
策
補
佐
官
」
に
、
「
知
事
政
策
局
長
　
D
X
・

情
報
政
策
推
進
統
括
官
　
県
民
生
活
部
長
　
多
様
性
社
会
・
人
材
活
躍
推
進
局
長
」
を
「
高
度
政
策
推



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
六
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

六
七
三

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
千
七
百
九
十
番
地
三
　
市
川
三
郷
町
建
設
課

四
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
北
農
務
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
網
図
）

二
　
測
量
の
地
域
　
北
杜
市
の
一
部

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
三
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
中
北
建
設
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
3
級
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
韮
崎
市
清
哲
町
折
居

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で

◉
　
市
川
三
郷
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更

案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
都
市
計
画
の
種
類
　
市
川
三
郷
都
市
計
画
道
路
（
三
・
四
・
二
号
　
大
門
桃
林
線
外
一
路
線
）

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域
　
縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
高
田
百
十
一
番
地
一
　
峡
南
建
設
事
務
所
都
市
計
画
・
建
築
課
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